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１ 東京都障害者施策推進協議会 審議経過 

 

開催日・会議名 審議内容 

令和５年 2月１４日 

第１回総会 
・「東京都障害者・障害児施策推進計画」の実施状況について 

令和５年６月２８日 

第２回総会 

・審議事項・審議日程 

・「東京都障害者・障害児施策推進計画」の実施状況について 

・次期「東京都障害者・障害児施策推進計画」の策定に向けた検討について  

令和５年７月２５日 

第１回専門部会 
・地域におけるサービス等提供体制 

令和５年８月１８日 

第２回専門部会 

・地域生活移行の取組状況 

・障害児支援について 

令和５年９月１５日 

第３回専門部会 

・障害者の就労支援策の取組状況 

・共生社会実現に向けた取組状況 

令和５年１０月４日 

第４回専門部会 

（意見交換会） 

・東京都障害者団体連絡協議会との意見交換 

令和５年１０月２６日 

第５回専門部会 

・論点整理 

※これまでの議論のまとめ 

令和５年 1２月８日 

第６回専門部会 

・障害福祉以外の分野について 

・提言素案について 

令和５年１２月２６日 

第７回専門部会 

（拡大専門部会） 

・提言案について 

令和６年１月２５日 

第３回総会 
・提言案について 
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２ 東京都障害者施策推進協議会 委員・専門委員名簿 

専門委員名簿（委嘱機関：令和５年２月１４日から令和７年２月１３日まで） 

  氏  名 役     職 

◎ 東 貴宏 (特非)NPO 狛江さつき会 地域生活支援センターリヒト施設長 

◎ 安部井  聖子 東京都重症心身障害児（者）を守る会会長 

◎ 石川 淳 友愛学園児童部施設長 

◎ 市橋 博 障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会会長 

◎ 岩本 操 武蔵野大学人間科学部教授 

◎ 菊地 高 東京都精神障害者団体連合会事務局長 

◎ 白石 弘巳 埼玉県済生会なでしこメンタルクリニック院長 

◎ 中西 正司 (特非)ＤＰＩ日本会議常任委員 

◎ 中山 優季 (公財)東京都医学総合研究所難病ケア看護ユニット副参事研究員 

◎ 原田 久生 (特非)東京難病団体連絡協議会理事長 

◎ 本多 公恵 (福)滝乃川学園法人本部運営管理部付参与 

◎ 松尾 章司 (福)東京都手をつなぐ育成会本人部会ゆうあい会会長 

◎ 山下 望 (福)南風会常務理事 

◎・・・専門部会委員 

 

委員名簿（委嘱機関：令和５年２月１４日から令和７年２月１３日まで）  

  氏  名 役     職 

 石森 孝志 八王子市長 

◎ 市川 明美 公募委員 

◎専門部会長 大塚 晃      
（一社）日本発達障害ネットワーク副理事長 

上智大学総合人間科学部社会福祉学科特任教授 

◎副部会長 小川 浩      大妻女子大学教授 

副会長 小澤 温 筑波大学人間系教授 

◎ 越智 大輔 (公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務局長 

 倉田 清子 (福)全国重症心身障害児（者）を守る会理事長 

 坂上 長一 大島町長 

副会長 髙橋 儀平 東洋大学名誉教授 

会長 髙橋 紘士 東京通信大学名誉教授 

◎ 西川 健太郎 公募委員 

 西田 伸一 (公社)東京都医師会理事 

 樋口 高顕 千代田区長 

 平河 有里 弁護士 

 本田 道子 東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員 

◎ 宮川 純 (公社)東京都盲人福祉協会副会長 

 宮澤 勇 (公社)東京都身体障害者団体連合会理事 

 室 愛子 (一社)東京精神科病院協会理事 

◎ 森山 瑞江 (福)東京都手をつなぐ育成会副理事長 

 湯澤 伸好 (公社)東京都歯科医師会副会長 
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３ 東京都障害者施策推進協議会条例 

昭和４７年３月３１日 

条例第２９号 

（設置） 

第１条 東京都における障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、知事の附属機関と

して、東京都障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号。以下「法」という。）第３６条第１項の規定

に基づく審議会その他の合議制の機関とする。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）法第１１条第２項に規定する都道府県障害者計画に関し、同条第５項（同条第９項において準用

する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。 

（２）障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策

の実施状況を監視すること。 

（３）障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議

すること。 

２ 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従

事する者及び東京都の職員のうちから、知事が任命し、又は委嘱する委員２０人以内をもつて組織す

る。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長の設置及び権限） 

第５条 協議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。  
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（招集） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

 

（専門委員） 

第７条 協議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、

知事が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。 

 

（定足数及び表決数） 

第８条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。 

 

 附則（抄） 

この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。 
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４ 計画に係る根拠法令等 
 

１ 東京都障害者計画 

  東京都障害者計画は、障害者基本法第１１条第２項の規定に基づいて策定する計画で

す。 

 

（障害者基本計画等） 

第十一条   

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の

状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下

「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 

 

 

また、国の障害者基本計画（第５次）においては、以下の１１分野について障害者施策

の基本的な方向を示しています。 

 

 ①差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 ②安全・安心な生活環境の整備 ③情

報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ④防災、防犯等の推進 ⑤行政等

における配慮の充実 ⑥保健・医療の推進 ⑦自立した生活の支援・意思決定支援の推

進 ⑧教育の振興 ⑨雇用・就業、経済的自立の支援 ⑩文化芸術活動・スポーツ等の

振興 ⑪国際社会での協力・連携の推進 

 

２ 東京都障害福祉計画 

東京都障害福祉計画は、障害者総合支援法第８９条第１項の規定に基づいて策定する計

画であり、同条第２項及び第３項に掲げられた事項を定めたものです。 

 

（都道府県障害福祉計画）  

第八十九条  都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、

各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を

定めるものとする。 

２ 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関
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する事項 

二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、

指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 

三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 

四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項に

ついて定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの

必要な見込量の確保のための方策 

二 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談

支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 

三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関す

る事項 

四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四

号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所そ

の他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関

する事項 

４ 都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法

律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、

都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 

５ 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県

障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 

 

 

３ 東京都障害児福祉計画 

東京都障害児福祉計画は、児童福祉法第３３条の２２第１項の規定に基づいて策定する

計画であり、同条第２項及び第３項に掲げられた事項を定めたものです。 

 

第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資

するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保そ

の他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」とい

う。)を定めるものとする。 

② 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種

類ごとの必要な見込量 

三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 

③ 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講

ずる措置に関する事項 

三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 

四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関そ

の他の関係機関との連携に関する事項 

④ 都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこ

の法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案

して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 

⑤ 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成する

ことができる。 

 

上記のほか、障害者総合支援法第８７条第１項及び児童福祉法第３３条の１９第１項の

規定に基づく国の基本指針（「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針」（平成１８年厚生労働省告示第３９５号）には、障害福祉計画

及び障害児福祉計画を作成するにあたって区市町村及び都道府県が即すべき事項を定めて

います。 
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国の基本指針〔成果目標に係る部分の抜粋〕 

 

第二  障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標   

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応

するため、令和八年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サー

ビス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に

係る目標（以下「成果目標」という。）を設定することが適当である。また、これらの

成果目標を達成するため、活動指標（別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標

を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。）を計画に見込むことが適当である。

なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標

及び指標を設定することができるものとする。  

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行地域生活への移行を進める観点から、令和四

年度末時点の福祉施設に入所している障害者（以下「施設入所者」という。）のうち、

今後、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、

その上で、令和八年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、

福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行

等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。このため、すべての施設

入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や必要とす

る支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認すること（この点につい

て市町村は協議の場において共有すること）、施設入所者が地域生活に移行する上で必

要な支援等について施設の担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検

討すること、施設の老朽化等による改築時にはその定員を見直してグループホームや

ショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること等の取組を推進すること

が求められることを考慮する。また、相談支援専門員、サービス管理責任者が把握し

ている入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要であ

る。当該目標値の設定に当たっては、令和四年度末時点の施設入所者数の六パーセン

ト以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令和八年度末の施

設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセント以上削減することを

基本とする。 

当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令

和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年

度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合

以上を目標値とする。  
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なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、

グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を

市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留

意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害

保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法

律の整備に関する法律（平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。）によ

る改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定施設等」とい

う。）に入所していた者（十八歳以上の者に限る。）であって、整備法による改正後の

障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に

引き続き入所しているもの（以下「継続入所者」という。）の数を除いて設定するもの

とする。加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思

決定支援の実施や、地域生活支援拠点等及び地域における関係機関との連携により、

施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の

向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、支援の質の向上を図る観点か

ら障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求め

られる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに

地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。  

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関

係者が連携して取り組むとともに、市町村及び都道府県が精神保健医療福祉体制の基

盤整備等を推進することにより、精神障害者の地域移行や定着が可能となる。そのた

め、別表第一の八の各項に掲げる活動指標を明確にし、各項の取組を積極的に推進す

ることが必要である。こうした取組により、精神障害者の精神病床からの退院の促進

を図ることとし、精神障害者（精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二

の１において同じ。）の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精

神病床における一年以上長期入院患者数（六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、

六十五歳未満の一年以上長期入院患者数）、精神病床における早期退院率（入院後三か

月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率）に関する目

標値を次に掲げるとおり設定することとする。  

なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当た

っては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画

（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する医療計画を

いう。以下同じ。）との関係に留意すること。  
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１ 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数  

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域にお

ける精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評

価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日

数の平均に関する令和八年度における目標値を設定する。  

当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地

域における生活日数の平均を三百二十五・三日以上とすることを基本とする。  

２ 精神病床における一年以上長期入院患者数（六十五歳以上、六十五歳未満）   

地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患

者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げ

る式により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入

院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神病床に

おける六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。  

３ 精神病床における早期退院率（入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年

時点）   

地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退

院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、

入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率

に関する令和八年度における目標値を設定する。  

目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十八・九パー

セント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十四・五パーセント以上と

し、入院後一年時点の退院率については九十一・〇パーセント以上とすることを基本

とする。   

三 地域生活支援の充実   

障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和八年度

末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備（複数市町村による共同整

備を含む。）するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生

活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワ

ーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以

上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。  

また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズ

の把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度

末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その
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状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めること

を基本とする。  

四 福祉施設から一般就労への移行等  

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する

者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度の一般就労への

移行実績の一・二八倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就

労継続支援Ａ型事業（就労継続支援Ａ型（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律施行規則（平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」とい

う。）第六条の十第一号の就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。

以下同じ。）及び就労継続支援Ｂ型事業（就労継続支援Ｂ型（同条第二号の就労継続支

援Ｂ型をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）について、各事業の趣旨、

目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移行

する者の目標値も併せて定めることとする。  

具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割

を踏まえ、令和三年度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本と

する。さらに、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支援事業所のう

ち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の

事業所を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、

一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等

を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援Ａ型事業については令

和三年度の一般就労への移行実績の概ね一・二九倍以上、就労継続支援Ｂ型事業につ

いては概ね一・二八倍以上を目指すこととする。  

また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用

者数及び事業所ごとの就労定着率（過去六年間において就労定着支援の利用を終了し

た者のうち、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期間継続して就

労している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。）に係る目標値を設

定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、令和三年度の実績の一・

四一倍以上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率につい

ては、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分

以上とすることを基本とする。加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワーク

を強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議

会（就労支援部会）等を設けて取組を進めることを基本とする。  
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なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末にお

いて、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる

場合は、未達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値

とする。これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部

局は、都道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働

局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、

就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の

達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将

来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。  

また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方か

ら重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当

部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項を令和八年度

の活動指標として設定して取り組むことが適当である。  

なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害者の希望や能力に沿った

就労の実現を図るためには、就労選択支援事業（就労選択支援を行う事業をいう。以

下同じ。）について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向がある者が利用で

きるよう、都道府県等においては、関係機関等と連携し、地域における実施体制の整

備等について検討を行った上で取組を進めることのほか、一般就労中における就労系

障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用され

るよう取り組むことが必要である。この際、就労移行支援、就労継続支援及び就労定

着支援の提供体制の動向や障害者雇用に係る求人の状況といった、地域における障害

者の就労支援に関する状況を把握し、関係機関等と共有した上で、連携した取組を推

進することが望ましい。  

また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般

就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組

を併せて進めることが望ましい。この際、大学（四年制大学のほか、短期大学、大学

院、高等専門学校を含む。）在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用

することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、

都道府県等においては、関係機関等と連携して取り組むことのほか、就労移行支援に

ついて、標準利用期間（二年間）を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があ

った場合に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切に取り組むことが望

ましい。併せて、重度障害者については、雇用施策との連携による重度障害者等就労

支援特別事業（以下「特別事業」という。）が令和二年十月から開始したことも踏まえ
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つつ、就労やその希望に関する状況、職場や通勤における支援ニーズを把握した上で、

特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要であ

る。  

さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能

力を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における

工賃等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向

上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画

上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等に

おける農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所

に対する支援を進めることが望ましい。  

加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成二十四年法律第五十号）において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画に

おいては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注

機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向

上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。  

なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多

様なニーズに対応するため、就労継続支援Ｂ型事業等による適切な支援を実施すると

ともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことがで

きる体制の構築を進めることが望ましい。  

五 障害児支援の提供体制の整備等  

１ 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害

児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進  

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令

和八年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置す

ることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置で

あっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村に

おいては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援

センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備すること

が必要である。  

また、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、各

市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所

等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和八年度末までに、全ての市町村におい
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て、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築す

ることを基本とする。  

２ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築  

聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早

期療育推進のための基本方針」（令和四年二月）に基づき、都道府県は、難聴児の早期

発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を障害児福祉計

画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な取組及び地域の実情に応じた

取組について明記する。  

その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、

児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等を活用し、難聴児支援のための

中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携

体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。  

３ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の確保   

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主

に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所（児童福祉法第六条の二の二第二項

に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。）及び放課後等デイサービス事業所（同

条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。）を各市町村に少なく

とも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合

には、圏域での確保であっても差し支えない。  

４ 医療的ケア児支援センター（都道府県ごと）の設置、医療的ケア児等支援のための

関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置   

医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府

県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコー

ディネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村において、保健、医療、障害

福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医

療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市 

町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置で

あっても差し支えない。  

５ 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするた

めの移行調整の協議の場の設置  

障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に

移行できるように、令和八年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調



357 

 

整に係る協議の場を設置することを基本とする。  

六 相談支援体制の充実・強化等  

相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに、各市町村において、総

合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた

地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置（複数市町村による共同設置を

含む。）するとともに、基幹相談支援センターが別表第一の九の各項に掲げる地域の相

談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。  

なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、各市町村において地

域の相談支援体制の強化に努める。  

また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議

会において、別表第一の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開

発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体

制を確保することを基本とする。  

 

（別表省略） 

 

 



表紙絵作品、作者様のご紹介 

 

 

【表紙の作品】 

①小平福祉園 石井公宏様 

②東京聴覚障害者支援センター 井手雅之様 

③希望の郷東村山 福留英之様 

④東京聴覚障害者支援センター利用者様合同作品 

⑤希望の郷東村山 町田愛様 

⑥小平福祉園 根本ありさ様 

⑦小平福祉園 H.M 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【裏表紙の 4 作品】 

はばたきの郷八王子自立ホーム利用者様合同作品 

① 

③ 

⑦ ⑥ 

② 

④ 

⑤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都障害者・障害児施策推進計画 

（令和６年度～令和８年度） 


